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○
国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
四
十
六
号

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
七
条
の
二
十
三
の
規
定
に
基
づ
き
、
建
設
業
法
第
二
十
七
条
の

二
十
三
第
三
項
の
経
営
事
項
審
査
の
項
目
及
び
基
準
を
定
め
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

国
土
交
通
大
臣

赤
羽

一
嘉

建
設
業
法
第
二
十
七
条
の
二
十
三
第
三
項
の
経
営
事
項
審
査
の
項
目
及
び
基
準
を
定
め
る
件
の
一
部
を
改
正
す

る
告
示

建
設
業
法
第
二
十
七
条
の
二
十
三
第
三
項
の
経
営
事
項
審
査
の
項
目
及
び
基
準
を
定
め
る
件
（
平
成
二
十
年
国
土
交

通
省
告
示
第
八
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改

正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後

欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲

げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

第
一

審
査
の
項
目
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
一

審
査
の
項
目
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
～
二

（
略
）

一
～
二

（
略
）

三

技
術
力

三

技
術
力

１

（
略
）

１

（
略
）

、

（
略
）

、

（
略
）

（一）

（二）

（一）

（二）

㈢

建
設
業
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
二
百
七
十
三
号
）
第
二
十

（
新
設
）

八
条
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
て
、
（
一
）
及
び
（
二
）

に
掲
げ
る
者
以
外
の
者

㈣

登
録
基
幹
技
能
者
講
習
（
建
設
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
建
設

㈢

登
録
基
幹
技
能
者
講
習
（
建
設
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
建
設

省
令
第
十
四
号
）
第
十
八
条
の
三
第
二
項
第
二
号
の
登
録
を
受
け
た
講
習

省
令
第
十
四
号
）
第
十
八
条
の
三
第
二
項
第
二
号
の
登
録
を
受
け
た
講
習

を
い
う
。
）
を
修
了
し
た
者
及
び
建
設
技
能
者
の
能
力
評
価
制
度
に
関
す

を
い
う
。
）
を
修
了
し
た
者
及
び
建
設
技
能
者
の
能
力
評
価
制
度
に
関
す

る
告
示
（
平
成
三
十
一
年
国
土
交
通
省
告
示
第
四
百
六
十
号
）
第
三
条
第

る
告
示
（
平
成
三
十
一
年
国
土
交
通
省
告
示
第
四
百
六
十
号
）
第
三
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
認
定
を
受
け
た
能
力
評
価
基
準
（
以
下
単
に

二
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
認
定
を
受
け
た
能
力
評
価
基
準
（
以
下
単
に

「
能
力
評
価
基
準
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
評
価
が
最
上
位
の
区
分
に
該
当

「
能
力
評
価
基
準
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
評
価
が
最
上
位
の
区
分
に
該
当

す
る
者
で
あ
っ
て
、
（
一
）
、
（
二
）
及
び
（
三
）
に
掲
げ
る
者
以
外
の

す
る
者
で
あ
っ
て
、
（
一
）
及
び
（
二
）
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者

者
㈤

建
設
業
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
技
術
検
定
そ
の
他
の
法

㈣

建
設
業
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
技
術
検
定
そ
の
他
の
法

令
の
規
定
に
よ
る
試
験
で
、
当
該
試
験
に
合
格
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
直
ち

令
の
規
定
に
よ
る
試
験
で
、
当
該
試
験
に
合
格
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
直
ち

に
同
法
第
七
条
第
二
号
ハ
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
合
格
し
た
者

に
同
法
第
七
条
第
二
号
ハ
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
合
格
し
た
者

、
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
る
免
許
若
し
く
は
免
状
の
交
付
（
以
下
「
免
許

、
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
る
免
許
若
し
く
は
免
状
の
交
付
（
以
下
「
免
許

等
」
と
い
う
。
）
で
当
該
免
許
等
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
直
ち
に
同
号

等
」
と
い
う
。
）
で
当
該
免
許
等
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
直
ち
に
同
号

ハ
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
を
受
け
た
者
又
は
登
録
基
礎
ぐ
い
工
事

ハ
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
を
受
け
た
者
又
は
登
録
基
礎
ぐ
い
工
事

試
験
（
建
設
業
法
施
行
規
則
第
七
条
の
三
第
二
号
の
表
と
び
・
土
工
工
事

試
験
（
建
設
業
法
施
行
規
則
第
七
条
の
三
第
二
号
の
表
と
び
・
土
工
工
事

業
の
項
第
五
号
の
登
録
を
受
け
た
試
験
を
い
う
。
）
若
し
く
は
登
録
解
体

業
の
項
第
五
号
の
登
録
を
受
け
た
試
験
を
い
う
。
）
若
し
く
は
登
録
解
体

工
事
試
験
（
同
条
第
二
号
の
表
解
体
工
事
業
の
項
第
四
号
の
登
録
を
受
け

工
事
試
験
（
同
条
第
二
号
の
表
解
体
工
事
業
の
項
第
四
号
の
登
録
を
受
け

た
試
験
を
い
う
。
）
に
合
格
し
た
者
及
び
能
力
評
価
基
準
に
よ
り
評
価
が

た
試
験
を
い
う
。
）
に
合
格
し
た
者
及
び
能
力
評
価
基
準
に
よ
り
評
価
が

最
上
位
に
次
ぐ
区
分
に
該
当
す
る
者
で
あ
っ
て
、
（
一
）
、
（
二
）
、
（

最
上
位
に
次
ぐ
区
分
に
該
当
す
る
者
で
あ
っ
て
、
（
一
）
、
（
二
）
及
び
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三
）
及
び
（
四
）
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者

（
三
）
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者

㈥

建
設
業
法
第
七
条
第
二
号
イ
、
ロ
若
し
く
は
ハ
又
は
同
法
第
十
五
条
第

㈤

建
設
業
法
第
七
条
第
二
号
イ
、
ロ
若
し
く
は
ハ
又
は
同
法
第
十
五
条
第

二
号
ハ
に
該
当
す
る
者
で
（
一
）
、
（
二
）
、
（
三
）
、
（
四
）
及
び
（

二
号
ハ
に
該
当
す
る
者
で
（
一
）
、
（
二
）
、
（
三
）
及
び
（
四
）
に
掲

五
）
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者

げ
る
者
以
外
の
者

四

そ
の
他
の
審
査
項
目

四

そ
の
他
の
審
査
項
目

１

次
に
掲
げ
る
労
働
福
祉
の
状
況

１

次
に
掲
げ
る
労
働
福
祉
の
状
況

㈠
～
㈤

（
略
）

㈠
～
㈤

（
略
）

㈥

審
査
基
準
日
に
お
け
る
法
定
外
労
働
災
害
補
償
制
度
加
入
の
有
無
（
公

㈥

審
査
基
準
日
に
お
け
る
法
定
外
労
働
災
害
補
償
制
度
加
入
の
有
無
（
公

益
財
団
法
人
建
設
業
福
祉
共
済
団
、
一
般
社
団
法
人
全
国
建
設
業
労
災
互

益
財
団
法
人
建
設
業
福
祉
共
済
団
、
一
般
社
団
法
人
全
国
建
設
業
労
災
互

助
会
、
一
般
社
団
法
人
全
国
労
働
保
険
事
務
組
合
連
合
会
、
中
小
企
業
等

助
会
、
全
日
本
火
災
共
済
協
同
組
合
連
合
会
、
一
般
社
団
法
人
全
国
労
働

協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
一
号
）
第
二
十
七
条
の
二

保
険
事
務
組
合
連
合
会
又
は
保
険
会
社
と
の
間
で
、
労
働
者
災
害
補
償
保

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
立
の
認
可
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
、
同
法
第
九

険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
号
）
第
三
章
の
規
定
に
基
づ
く
保
険

条
の
六
の
二
第
一
項
又
は
同
法
第
九
条
の
九
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

給
付
の
基
因
と
な
っ
た
業
務
災
害
及
び
通
勤
災
害
（
下
請
負
人
に
係
る
も

第
九
条
の
六
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
た
共
済
規
程
に
基

の
を
含
む
。
）
に
関
す
る
給
付
に
つ
い
て
の
契
約
を
締
結
し
て
い
る
か
否

づ
き
共
済
事
業
を
行
う
も
の
又
は
保
険
会
社
と
の
間
で
、
労
働
者
災
害
補

か
を
い
う
。
）

償
保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
号
）
第
三
章
の
規
定
に
基
づ
く

保
険
給
付
の
基
因
と
な
っ
た
業
務
災
害
及
び
通
勤
災
害
（
下
請
負
人
に
係

る
も
の
を
含
む
。
）
に
関
す
る
給
付
に
つ
い
て
の
契
約
を
締
結
し
て
い
る

か
否
か
を
い
う
。
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

次
に
掲
げ
る
審
査
基
準
日
に
お
け
る
建
設
業
の
経
理
に
関
す
る
状
況

５

次
に
掲
げ
る
審
査
基
準
日
に
お
け
る
建
設
業
の
経
理
に
関
す
る
状
況

（
略
）

（
略
）

（一）

（一）

審
査
基
準
日
に
お
け
る
建
設
業
に
従
事
す
る
職
員
の
う
ち
次
に
掲
げ
る

審
査
基
準
日
に
お
け
る
建
設
業
に
従
事
す
る
職
員
の
う
ち
次
に
掲
げ
る

（二）

（二）

も
の
の
数

も
の
の
数

イ

建
設
業
法
施
行
規
則
第
十
八
条
の
三
第
三
項
第
二
号
イ
に
該
当
す
る

イ

公
認
会
計
士
、
会
計
士
補
、
税
理
士
及
び
こ
れ
ら
と
な
る
資
格
を
有

者
、
登
録
経
理
試
験
（
建
設
業
法
施
行
規
則
第
十
八
条
の
三
第
三
項
第

す
る
者
並
び
に
建
設
業
法
施
行
規
則
第
十
八
条
の
三
第
三
項
第
二
号
ロ

二
号
ロ
に
規
定
す
る
試
験
を
い
う
。
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
一
級
試

に
規
定
す
る
建
設
業
の
経
理
に
必
要
な
知
識
を
確
認
す
る
た
め
の
試
験

験
に
合
格
し
た
者
で
あ
っ
て
、
合
格
し
た
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度

で
あ
っ
て
国
土
交
通
大
臣
の
登
録
を
う
け
た
も
の
（
以
下
「
登
録
経
理

の
開
始
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
も
の
、
登
録
経
理
講

試
験
」
と
い
う
。
）
の
一
級
試
験
に
合
格
し
た
者
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習
（
建
設
業
法
施
行
規
則
第
十
八
条
の
三
第
三
項
第
二
号
ハ
に
規
定
す

る
講
習
を
い
う
。
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
一
級
講
習
を
受
講
し
た
者

で
あ
っ
て
、
受
講
し
た
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
の
開
始
の
日
か
ら

起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
も
の
及
び
建
設
業
法
施
行
規
則
第
十
八

条
の
三
第
三
項
第
二
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
建

設
業
の
経
理
に
関
す
る
知
識
を
有
す
る
と
認
め
る
者
を
定
め
る
告
示
（

令
和
二
年
国
土
交
通
省
告
示
第
千
六
十
号
）
第
一
号
、
第
三
号
又
は
第

五
号
に
掲
げ
る
者

ロ

登
録
経
理
試
験
の
二
級
試
験
に
合
格
し
た
者
で
あ
っ
て
、
合
格
し
た

ロ

登
録
経
理
試
験
の
二
級
試
験
に
合
格
し
た
者
で
あ
っ
て
、
イ
に
掲
げ

日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い

る
者
以
外
の
者

も
の
、
登
録
経
理
講
習
の
二
級
講
習
を
受
講
し
た
者
で
あ
っ
て
、
受
講

し
た
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
の
開
始
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を

経
過
し
な
い
も
の
及
び
建
設
業
法
施
行
規
則
第
十
八
条
の
三
第
三
項
第

二
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
建
設
業
の
経
理
に
関

す
る
知
識
を
有
す
る
と
認
め
る
者
を
定
め
る
告
示
（
令
和
二
年
国
土
交

通
省
告
示
第
千
六
十
号
）
第
二
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
て

、
イ
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者

６
～
９

（
略
）

６
～
９

（
略
）

次
に
掲
げ
る
審
査
対
象
年
又
は
審
査
基
準
日
以
前
三
年
間
の
知
識
及
び
技

（
新
設
）

10
術
又
は
技
能
の
向
上
に
関
す
る
建
設
工
事
に
従
事
す
る
者
の
取
組
の
状
況

審
査
基
準
日
に
お
け
る
許
可
を
受
け
た
建
設
業
に
従
事
す
る
職
員
の
う

（一）
ち
、
審
査
基
準
日
以
前
一
年
間
に
、
建
設
業
法
第
七
条
第
二
号
イ
、
ロ
若

し
く
は
ハ
又
は
同
法
第
十
五
条
第
二
号
イ
、
ロ
若
し
く
は
ハ
に
該
当
す
る

者
又
は
一
級
若
し
く
は
二
級
の
第
一
次
検
定
に
合
格
し
た
者
（
以
下
「
技

術
者
」
と
い
う
。
）
が
取
得
し
た
Ｃ
Ｐ
Ｄ
単
位
（
公
益
社
団
法
人
空
気
調

和
・
衛
生
工
学
会
、
一
般
財
団
法
人
建
設
業
振
興
基
金
、
一
般
社
団
法
人

建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ツ
協
会
、
一
般
社
団
法
人
交
通
工
学
研
究
会
、
公
益

社
団
法
人
地
盤
工
学
会
、
公
益
社
団
法
人
森
林
・
自
然
環
境
技
術
教
育
研

究
セ
ン
タ
ー
、
公
益
社
団
法
人
全
国
上
下
水
道
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
協
会
、

一
般
社
団
法
人
全
国
測
量
設
計
業
協
会
連
合
会
、
一
般
社
団
法
人
全
国
土
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木
施
工
管
理
技
士
会
連
合
会
、
一
般
社
団
法
人
全
日
本
建
設
技
術
協
会
、

土
質
・
地
質
技
術
者
生
涯
学
習
協
議
会
、
公
益
社
団
法
人
土
木
学
会
、
一

般
社
団
法
人
日
本
環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト
協
会
、
公
益
社
団
法
人
日
本
技
術

士
会
、
公
益
社
団
法
人
日
本
建
築
士
会
連
合
会
、
公
益
社
団
法
人
日
本
コ

ン
ク
リ
ー
ト
工
学
会
、
公
益
社
団
法
人
日
本
造
園
学
会
、
公
益
社
団
法
人

日
本
都
市
計
画
学
会
、
公
益
社
団
法
人
農
業
農
村
工
学
会
、
一
般
社
団
法

人
日
本
建
築
士
事
務
所
協
会
連
合
会
、
公
益
社
団
法
人
日
本
建
築
家
協
会

、
一
般
社
団
法
人
日
本
建
設
業
連
合
会
、
一
般
社
団
法
人
日
本
建
築
学
会

、
一
般
社
団
法
人
建
築
設
備
技
術
者
協
会
、
一
般
社
団
法
人
電
気
設
備
学

会
、
一
般
社
団
法
人
日
本
設
備
設
計
事
務
所
協
会
連
合
会
、
公
益
財
団
法

人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー
又
は
一
般
社
団
法
人
日
本
建
築
構
造
技

術
者
協
会
（
別
表
第
十
八
に
お
い
て
「
Ｃ
Ｐ
Ｄ
認
定
団
体
」
と
い
う
。
）

に
よ
っ
て
修
得
を
認
定
さ
れ
た
単
位
数
を
、
別
表
十
八
の
左
欄
に
掲
げ
る

Ｃ
Ｐ
Ｄ
認
定
団
体
ご
と
に
右
欄
に
掲
げ
る
数
値
で
除
し
、
三
十
を
乗
じ
た

数
値
を
い
う
。
）
の
合
計
数
を
、
技
術
者
の
数
（
付
録
第
三
に
お
い
て
「

技
術
者
数
」
と
い
う
。
）
で
除
し
た
数
値

審
査
基
準
日
に
お
け
る
許
可
を
受
け
た
建
設
業
に
従
事
す
る
職
員
の
う

（二）
ち
、
審
査
基
準
日
以
前
三
年
間
に
、
能
力
評
価
基
準
に
よ
り
受
け
た
評
価

の
区
分
が
、
審
査
基
準
日
の
三
年
前
の
日
以
前
に
受
け
た
最
新
の
評
価
の

区
分
よ
り
１
以
上
上
位
で
あ
っ
た
者
の
数
を
、
審
査
基
準
日
に
お
け
る
許

可
を
受
け
た
建
設
業
に
従
事
す
る
職
員
の
う
ち
、
審
査
基
準
日
以
前
三
年

間
に
、
建
設
工
事
の
施
工
に
従
事
し
た
者
で
あ
っ
て
、
建
設
業
法
施
行
規

則
第
十
四
条
の
二
第
二
号
チ
又
は
同
条
第
四
号
チ
に
規
定
す
る
建
設
工
事

に
従
事
す
る
者
に
該
当
す
る
者
の
数
か
ら
建
設
工
事
の
施
工
の
管
理
の
み

に
従
事
し
た
者
の
数
を
減
じ
て
得
た
数
（
付
録
第
三
に
お
い
て
「
技
能
者

数
」
と
い
う
。
）
で
除
し
た
数
値

第
二

審
査
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

第
二

審
査
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

一
～
二

（
略
）

一
～
二

（
略
）

三

技
術
力
に
係
る
審
査
の
基
準

三

技
術
力
に
係
る
審
査
の
基
準
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１

第
一
の
三
の
１
に
掲
げ
る
審
査
基
準
日
に
お
け
る
技
術
職
員
の
数
に
つ
い

１

第
一
の
三
の
１
に
掲
げ
る
審
査
基
準
日
に
お
け
る
技
術
職
員
の
数
に
つ
い

て
は
、
審
査
基
準
日
に
お
け
る
許
可
を
受
け
た
建
設
業
の
種
類
別
の
同
号
の

て
は
、
審
査
基
準
日
に
お
け
る
許
可
を
受
け
た
建
設
業
の
種
類
別
の
同
号
の

１
の
（
一
）
か
ら
（
六
）
に
掲
げ
る
者
の
数
に
、
同
号
の
１
の
（
一
）
に
掲

１
の
（
一
）
か
ら
（
五
）
に
掲
げ
る
者
の
数
に
、
同
号
の
１
の
（
一
）
に
掲

げ
る
者
の
数
に
あ
っ
て
は
六
を
、
同
号
の
１
の
（
二
）
に
掲
げ
る
者
の
数
に

げ
る
者
の
数
に
あ
っ
て
は
六
を
、
同
号
の
１
の
（
二
）
に
掲
げ
る
者
の
数
に

あ
っ
て
は
五
を
、
同
号
の
１
の
（
三
）
に
掲
げ
る
者
の
数
に
あ
っ
て
は
四
を

あ
っ
て
は
五
を
、
同
号
の
１
の
（
三
）
に
掲
げ
る
者
の
数
に
あ
っ
て
は
三
を

、
同
号
の
１
の
（
四
）
に
掲
げ
る
者
の
数
に
あ
っ
て
は
三
を
、
同
号
の
１
の

、
同
号
の
１
の
（
四
）
に
掲
げ
る
者
の
数
に
あ
っ
て
は
二
を
、
同
号
の
１
の

（
五
）
に
掲
げ
る
者
の
数
に
あ
っ
て
は
二
を
、
同
号
の
１
の
（
六
）
に
掲
げ

（
五
）
に
掲
げ
る
者
の
数
に
あ
っ
て
は
一
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
数
値
の

る
者
の
数
に
あ
っ
て
は
一
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
数
値
の
合
計
数
値
（
別

合
計
数
値
（
別
表
第
四
に
お
い
て
「
技
術
職
員
数
値
」
と
い
う
。
）
を
許
可

表
第
四
に
お
い
て
「
技
術
職
員
数
値
」
と
い
う
。
）
を
許
可
を
受
け
た
建
設

を
受
け
た
建
設
業
の
種
類
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
求
め
、
こ
れ
ら
が
、
別
表
第
四

業
の
種
類
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
求
め
、
こ
れ
ら
が
、
別
表
第
四
の
区
分
の
欄
の

の
区
分
の
欄
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
を
審
査
す
る
こ
と
。

い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
を
審
査
す
る
こ
と
。

２

（
略
）

２

（
略
）

四

そ
の
他
の
審
査
項
目
（
社
会
性
等
）
に
係
る
審
査
の
基
準

四

そ
の
他
の
審
査
項
目
（
社
会
性
等
）
に
係
る
審
査
の
基
準

１
～
９

（
略
）

１
～
９

（
略
）

第
一
の
四
の

に
掲
げ
る
知
識
及
び
技
術
又
は
技
能
の
向
上
に
関
す
る
建

（
新
設
）

10

10

設
工
事
に
従
事
す
る
者
の
取
組
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
付
録
第
三
に
定
め
る

算
式
に
よ
っ
て
算
出
し
た
数
値
が
、
別
表
第
十
七
の
区
分
の
欄
の
い
ず
れ
に

該
当
す
る
か
を
審
査
す
る
こ
と
。

別
表
第
十
七

（第
二
の
四
の
1
0
関
係

）

（新
設

）

知
識
及
び
技
術
又
は
技
能
の
向
上
に
関
す
る
取
組
の
状
況

区
分

1
0

（１

）

９
以
上

10
未
満

（２

）

８
以
上

９
未
満

（３

）

７
以
上

８
未
満

（４

）

６
以
上

７
未
満

（５

）

５
以
上

６
未
満

（６

）

４
以
上

５
未
満

（７

）
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３
以
上

４
未
満

（８

）

２
以
上

３
未
満

（９

）

１
以
上

２
未
満

（1
0

）

１
未
満

（1
1

）

備
考各
区
分
の
評
点
に
つ
い
て
は

別
途
通
知
に
よ
り
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る

、
。

別
表
第
十
八

（第
二
の
四
の
1
0
関
係

）

（新
設

）

公
益
社
団
法
人
空
気
調
和
・
衛
生
工
学
会

5
0

一
般
財
団
法
人
建
設
業
振
興
基
金

12

一
般
社
団
法
人
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ツ
協
会

5
0

一
般
社
団
法
人
交
通
工
学
研
究
会

5
0

公
益
社
団
法
人
地
盤
工
学
会

5
0

公
益
社
団
法
人
森
林
・
自
然
環
境
技
術
教
育
研
究
セ
ン
タ

ー

2
0

公
益
社
団
法
人
全
国
上
下
水
道
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
協
会

50

一
般
社
団
法
人
全
国
測
量
設
計
業
協
会
連
合
会

2
0

一
般
社
団
法
人
全
国
土
木
施
工
管
理
技
士
会
連
合
会

20

一
般
社
団
法
人
全
日
本
建
設
技
術
協
会

2
5

土
質
・
地
質
技
術
者
生
涯
学
習
協
議
会

50

公
益
社
団
法
人
土
木
学
会

5
0

一
般
社
団
法
人
日
本
環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト
協
会

5
0

公
益
社
団
法
人
日
本
技
術
士
会

5
0

公
益
社
団
法
人
日
本
建
築
士
会
連
合
会

1
2

公
益
社
団
法
人
日
本
造
園
学
会

50

公
益
社
団
法
人
日
本
都
市
計
画
学
会

5
0

公
益
社
団
法
人
農
業
農
村
工
学
会

50

一
般
社
団
法
人
日
本
建
築
士
事
務
所
協
会
連
合
会

1
2

公
益
社
団
法
人
日
本
建
築
家
協
会

12

一
般
社
団
法
人
日
本
建
設
業
連
合
会

1
2
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一
般
社
団
法
人
日
本
建
築
学
会

1
2

一
般
社
団
法
人
建
築
設
備
技
術
者
協
会

1
2

一
般
社
団
法
人
電
気
設
備
学
会

1
2

一
般
社
団
法
人
日
本
設
備
設
計
事
務
所
協
会
連
合
会

12

公
益
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ

ー

12

一
般
社
団
法
人
日
本
建
築
構
造
技
術
者
協
会

12

付
録
第
三

（新
設

）

算
式Z
の
数
値
は

技
術
者
数

1
、

。

Z
の
数
値
は

技
能
者
数

2
、

。

Z
の
数
値
は

審
査
基
準
日
に
お
け
る
許
可
を
受
け
た
建
設
業
に
従
事
す
る
職

3
、

員
の
う
ち

審
査
基
準
日
以
前
１
年
間
に
技
術
者
が
取
得
し
た
Ｃ
Ｐ
Ｄ
単
位
数
の

、

合
計
値
を
技
術
者
数
で
除
し
た
数
値
が
３
未
満
の
場
合
は
０

３
以
上
６
未
満
の

、

場
合
は
１

６
以
上
９
未
満
の
場
合
は
２

９
以
上
1
2
未
満
の
場
合
は
３

1
2
以

、
、

、

上
1
5
未
満
の
場
合
は
４

1
5
以
上
1
8
未
満
の
場
合
は
５

1
8以
上
2
1
未
満
の
場
合

、
、

は
６

2
1
以
上
2
4
未
満
の
場
合
は
７

2
4
以
上
2
7
未
満
の
場
合
は
８

2
7以
上
3
0

、
、

、

未
満
の
場
合
は
９

3
0の
場
合
は
1
0
と
す
る

、
。

Z
の
数
値
は

審
査
基
準
日
に
お
け
る
許
可
を
受
け
た
建
設
業
に
従
事
す
る
職

4
、

員
の
う
ち

審
査
基
準
日
以
前
３
年
間
に
能
力
評
価
基
準
に
よ
り
受
け
た
評
価
の

、

区
分
が
審
査
基
準
日
の
３
年
前
の
日
以
前
に
受
け
た
最
新
の
評
価
の
区
分
よ
り
１

以
上
上
位
で
あ
っ
た
者
の
数
を

技
能
者
数
か
ら
審
査
基
準
日
の
３
年
前
の
日
以

、

前
に
能
力
評
価
基
準
に
よ
り
評
価
が
最
上
位
の
区
分
に
該
当
す
る
と
さ
れ
た
者
の

数

（以
下

「控
除
対
象
者
数

」と
い
う

）を
除
い
た
数
で
除
し
た
数
値
を
百
分

。

率
で
表
し
た
数
値
が
1
.
5％
未
満
の
場
合
は
０

1
.
5
％
以
上
３
％
未
満
の
場
合
は

、

１
３
％
以
上
4
.
5
％
未
満
の
場
合
は
２

4.
5
％
以
上
６
％
未
満
の
場
合
は
３

、
、

、
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６
％
以
上
7
.
5
％
未
満
の
場
合
は
４

7
.
5
％
以
上
９
％
の
場
合
は
５

９
％
以
上

、
、

1
0.
5
％
未
満
の
場
合
は
６

1
0.
5
％
以
上
1
2
％
未
満
の
場
合
は
７

1
2
％
以
上
1
3

、
、

.
5
％
未
満
の
場
合
は
８

1
3
.
5
％
以
上
1
5
％
未
満
の
場
合
は
９

1
5
％
以
上
の
場

、
、

合
は
１
０
と
す
る

な
お

能
力
評
価
基
準
に
よ
り
評
価
を
受
け
て
い
な
い
者
に

。
、

つ
い
て
は

最
も
低
位
の
区
分
に
評
価
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
審
査
す
る

ま
、

。

た
技
能
者
数
か
ら
控
除
対
象
者
を
除
い
た
数
値
が
０
で
あ
る
場
合

Z
の
数
値

4
、

、

は
０
と
し
て
審
査
す
る
。
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附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


